
日液協元第５４号 

令和２年３月９日 

会 員 各 位 

日本液化石油ガス協議会 

 

建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について（お願い） 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は弊協議会のためのご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、経産省ガス安全室より別紙のとおり、ガス事故における建設

工事等に係る事故（他工事事故）の防止に向け、関係省庁及び関係団体に対し協力

要請を行った旨の通知、また、再発事故防止の観点から、当協議会に対し、会員へ

の周知依頼がありました。 

なお、他工事業者によるＬＰガスに関する事故は２０１８年に４８件、２０１９

年には５８件、発生しております。 

つきましては、会員各位におかれましては、営業所等に対し、下記の事項のご周

知方よろしくお願いいたします。 

敬具 

記 

【経産省からの周知事項】 

・ 建設工事等事業者に対し、工事を施工する前には必ずガス管等について液化石

油ガス販売事業者等に照会・確認するとともに、ガス管を見つけた場合は、必

ず液化石油ガス販売事業者等に連絡すること等について、周知を行うこと。 

・ 必要に応じて建設工事等の際に立ち会うこと。 

・ 供給管・配管の工事を行う際は、事故防止のため、外注先の特定液化石油ガス

設備工事に係る届出、液化石油ガス設備士資格の有無及び再講習の受講状況を

確認することにより適切に監督すること。 

【添付】 

・ 参考１ 関係省庁及び関係団体に対し協力要請文書（容量が多い為１箇所のみ） 

・ 参考２ ２０１９年の建設工事等におけるガス管損傷事故概要等 

・ 参考３ 経産省パンフレット（下記ＵＲＬよりダウンロードができます） 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/aikotobademinaoshitai/panel/index.html 

 

以 上 

（発信手段：Ｅメール） 

（担当：飯田、橋本、北邨） 



別紙


